
長泉町中小企業者
省エネルギー設備導入
事業費補助金

補助金の
交付額

万円
（諸条件あり）

補助対象経費から県費補助金の補助金額を差し引いた額の４分の１（上限100万円）

上限 ���

事業者
向け

省エネ
給湯器への取換

対象
設備例

省エネ
照明への取換

LED
対象
設備例

省エネ
空調への取換対象

設備例

詳しい条件は裏面をご覧ください

LED照明やエアコン、冷蔵庫など省エネ設備への
切替え費用を補助します。



〒411-8668 静岡県駿東郡長泉町中土狩828番地　くらし環境課

　温室効果ガス排出量削減は全世界的な課題であり、国では事業者向け省エネ設備の導入に係る支援の継続、
県では、「静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業費補助金」を創設するなど、温室効果ガス削減に向け
た取り組みは加速しています。
　町の温室効果ガスの排出量の約６割は産業部門であることから、中小企業者が実施する「省エネルギー設
備の導入」に対して補助を実施しています。
　今回、県制度と併用申請が可能な制度を設けることにより、温室効果ガス削減に向けた、更なる事業効果
が期待できること、また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に伴う景気の悪化、同感染拡大防止対策に
係る中小企業者への支援対策として、令和５年度より県費補助金に町独自の上乗せ補助を実施します。

（共通）
（１）　町内に事業所を有する中小企業者等で、引き続き１年以上事業を行っている者
（２）　町税等の滞納がない者
（新規　県費上乗分）
（３）　一般社団法人静岡県環境資源協会が定める「静岡県中小企業等省エネ設備導入促進事業補助金
　　　（以下「県補助金」という。）の交付決定を受けた中小企業者等。
（現行　町単独）
（３）　環境認証 (エコアクション 21又は ISO14001) を受けた事業所

補助対象者

補助金額

　補助対象経費から県費補助金の補助金額を差し引いた額の４分の１（上限100万円）
　【例】事業費600万円の場合

　新規　県費上乗分
　•県 費 補 助　200万円（600万円×３分の１（県費補助率））
　•町 補 助 金　100万円（600万円－200万円（県費補助金）＝400万円（町助対象額））
　　　　　　　　　 　　　　（400万円（町補助対象額）×４分の１＝100万円（上限額））
　•事業者負担額　 300万円（600万円－200万円（県費補助金）－100万円（町補助金））
　　　　　　　　　計　600万円

現行
　補助対象者、補助対象設備及び補助率並びに補助額の変更なし。
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� 新規　県費上乗分

TEL 055-989-5514 FAX 055-986-5905
メールアドレス kankyo@town.nagaizumi.lg.jp
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